
 

 

 柳之御所史跡公園条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和３年11月19日 

                                         岩手県知事 達 増 拓 也  

岩手県規則第70号 

   柳之御所史跡公園条例施行規則の一部を改正する規則 

 柳之御所史跡公園条例施行規則（平成22年岩手県規則第16号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

（開園時間） （開園時間） 

第３条 公園の開園時間は、午前９時から午後５時までとする

。ただし、11月１日から翌年３月31日までの期間においては

、柳之御所資料館及び駐車場を除き、午前９時から午後４時

30分までとする。 

第３条 公園の開園時間は、午前９時から午後５時までとする

。ただし、11月１日から翌年３月31日までの期間においては

、午前９時から午後４時30分までとする。 

２ ［略］ ２ ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

   附 則 

この規則は、令和３年11月20日から施行する。 
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